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資料１

織討雲罵譲の掌鶴の鱈め方
匡毎

平成２４年１月２３日

総務省

１情報流通行政局

‘情報通信作品振興課

１星れ談で鱒嬢討羅総

〆 ．、

情報通信審議会il吉報通信政策部会デジタル｡コンテンツの流通の促進等に関する検討

委員会(以下｢デジコン委員会｣という｡）は､次の2件の諮問を受けている。

、

(w》『地上デジタル瀧送の剰溺鯛の蕊り方と蓄蕊に圃臓て行政が鶏たすべき役割』
《零歳16錘諮問第８号》

「デジタル｡コンテンツ流通等の促進｣について､３次にわたって答申を取りまとめ､答申に沿っ

てデジタル放送のコピー制御方式の改善､現行Ｂ－ＣＡＳ方式と併存する新たなコンテンツ保護

方式の導入が進められてきた。

また、 関係者の検討状況についてフォローアップ※'するぼか、 コピー制御方式について著作

権保護技術の進展、 に合せて撞育貝直していくこと※２Q…陣Ｉ ､堂Zｕ
エーターヘの対価の還元方策Ｉこついて補償金制度以外の側面から継続して検討するごと※３

としている。

《鋤『コンテンツ競争力の溺化のための識謝震の獲り篇』

《寧鰯１９鍾諮闘蕊12鍔》
２次にわたって答申を取りまとめ、民間主導による試行錯誤と創意工夫によってコンテンツの

取引の促進を図ることを基本的な姿勢とすること.コンテンツ製作力の再生｡強化､権利処理の

効率化体制の整備､新たなプラットフォームの開拓等の具体策を提言した。

さらＩこ､収益性の高いビジネスモデルの在り方､将来の市場の展望な雷コンテンツ。 管ジネス

に関する総合的ビジョンと戦略について検討を進めること※４としている。

ノ

※中間答申の該当箇所を最終ページに抜粋



２掌綾の涛針及び横討事項

これまでの検討の経緯及び最近のコンテンツ製作｡流通に係る環境変化等を踏まえて、
上記2件の諮問についてデジコン委員会における審議を活発化し､次の事項について検
証等を行い､平成２４年夏を目途に答申案を取りまとめることとする。

(1)デジタル瀕送のコピー制御方式．不遜コンテンツの潟逼の現状等の横議
デジタル放送のコピー制御方式､不正コンテンツの流通の現状､これまでの官民の取組

等について検証する。

(2)コンテンツ製作・蕊遥の現状．コンテンツ競争力強化に向けた取瀧等の検惑
ネット配信の進展やスマートフォンの普及などの最近のコンテンッ製作｡流通の現状、

コンテンツ競争力の強化に係る官民の取組等について検証する。

(3)皐憲臆取り綴むく蓄課篭及び舎後の取摺の方脚織
上記の結果等を踏まえて、

①コンテンッ製 画流通の拡大に向けて早急に取り組むべき課題

②今後の取組の方向性
について整理する。
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３繊討スケジュール《蕊）

議事(案）

:○今後の委員会の進め方､コンテンツ製作｡流通の概況と総務省
の取組

;○映像等のネット配信への取組等
８

;○新コンテンツ保護方式に係るＲＭＰセンターの新体制
:○コンテンツの権利処理の効率化への取組

○コンテンツの海外展開への取組

:○ラジオ放送のIPサイマル配信への取組等
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:○デジタル放送のコピー制御方式等に関するユーザの意識調査

;○コンテンツ不正流通の現状と対策
!○新しいメディアとコンテンツ製作
旬

;○スマートテレビへの取組等

○ディスカッション①課題の抽出と今後の取組の方向性等

○ディスカッション②答申案のとりまとめ等
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○’情報通,信政策部会への報告

※議事の順番等については今後調整

』



(参響》車問答箪鍾灘

※１第６次中間答申(平成21年７月１０日)抜粋
第４節エンフオースメントに関する今後の改善の在り方
２今後の進め方と目標

（３）関係者における取組及び目標時期について
(略）

そして､二れまでの審議の過程で再三指摘されたとおり､地上デジタル放送におけるエンフォ･-スメントの在り方は､国内のほぼすべての世帯の視聴者に影響
を及ぼすものであり､上記に示したプロセス､その後の作業の進捗状況や､上記の諸課題の検討状況等についても､可能な限り視聴者に情報を開示しつつ、
その理解と協力を得て､新方式の運用開始までの諸作業を進めていくことが不可欠である。

坐り識カミら､当鐙量塞菖些蜂劃き続きg望＝＝空ﾑﾝ些墜iif美里墾塗理について状況把握に努め必要に応:きて直面する課題等について閏
唾宣に謹明を求めていくものとする同あわせて､作業の進捗状湿に応じて､その加速･推進のための方策や課題解決のための方策について当箸議会の構成
負を宣些進迩瞳宣釜閏姪宣Q童墨を丞竺量壁全を士公匡確医しつつ､適蒔､所要の審議を行っていくこととずるさ
(略）

※２第５次中間答申(平成20年６月２７日)抜粋
、今後の進め方

第１章デジタル放送におけるコピー制御ルールとその担保手段の在り方
第１節デジタル放送におけるコピー制御のルール
<2)今後の進め方について

3)第四次噸圃答申におけるﾖ上型迦友式Q塾蓋提塞些準迦旦ﾕﾙ・デジﾀﾙ化の重塞ヱﾕﾙｽﾄー ﾝとなる２０１１年を控え雲まずは一歩を踏み
竺華些壁錘聖ﾆﾙ些Lて這這塾Z掌理重量･一三l上上=ﾙについては､著作権保護技術の進展状況視聴者の意識や行動の変化答にあわ
堂工適時見直L皇てし巡必蔓延過量i型.上記の検討状況のフオローアップにつし〈ても､適宜こ豆した見直しに反映させていくこととする〃

※８第５次中間答申(平成20年６月２７日)抜粋

第１章デジタル放送におけるコピー制御ルールとその担保手段の在り方
第１節デジタル放送におけるコピー制御のルール
Ⅲ今後の進め方(2)今後の進め方について

２)｢クリエーターに対する適正な対価の還元｣は､既に第四次中間答申で確認された共通認識である｡権利者の立場からは､その具体策の検討の必要性が
指摘されているところであるが､上記にかんがみ､当審議会としては､「対価の還元Iの具体策については､｢補償金制度｣以外の側面から､今後も継続して検
討していくことが必要であると考える、

※４第６次中間答申(平成21年７月１０日)抜粋

第３節提言～放送コンテンツの取引市場形成､拡大に向けて
２当面の重点施策

（４）コンテンツビジネスの将来展望に閏する検討推進

(取組の方向性）

我が国の個人やクリエーターの持つ創造性を活かした製作力の強化､ＩPTVや次世代デジタル風サイネージ等新たな流通プラットフォームの普及風展開の在り
方､これらを活用した収益１生の高いビジネスモデ

い関係者の参加を得て､検討存進める,、

ルの存Lj方ル ､コンテンツビジネスに閏する総合的なビジョンと戦略について_幅広


